
 

 少年補導職員は県警本部少年課に所属

する県下１0 か所の少年サポートセンターに

配属され、少年問題の専門員として警察官

とともに、少年の健全育成・非行防止活動

等の役割を担います。 

街頭補導 
少年相談 

継続補導 

（面接指導） 

立 ち 直 り 

支 援活動 

被害少年 

支援活動 

広報啓発活動

（非行防止教室）

等） 

💡 少年補導職員は警察の会計年度任用職員としての採用となります。 

💡 応募の詳細については兵庫県警察ホームページでご確認いただけます。 

  または兵庫県警察本部生活安全部少年課補導係  

        ☎078-341-7441  （内線 3081 または 3082）までお問い合わせください。 

 少年サポートセンターでは、少年たちを犯罪の被害から守るために、また加害者にしないために、日々

少年の健全育成を目指して活動をしています。 

 その中で少年補導職員が担う役割は、少年たちの言葉に耳を傾け心情に寄り添い、共に問題の解決

方法を探ること。目指すのは彼らが困った時に相談が出来る力を養うことであり、自分と周囲の人を  

大切にする選択が出来るように導くことです。 

 今まさに問題の渦中にいる少年と心を通わせることは容易ではありませんが、彼らを支える家族や  

学校、関係機関と連携を取り合いながら、粘り強く働きかけています。 

 

  
 〇 少年問題に関心を持ち大学で心理学、教育学、社会学等を学んだ人や、警察官の OB、警察の 

  中の仕事で経験を積んで警察官受験を目指す人など、様々な年齢経歴の方が働いています。 

 〇 またサポートセンターは関係機関との関わりも深いことから、過去には少年補導職員の仕事を通し 

て他機関の仕事に興味を持ち、学校教員や児童相談所職員になっていった人たちもいます。 

こんな人が働いています 

少年たちの変化に伴走できるやりがいのある仕事です！ ぜひご検討ください！ 


